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第２５回 国内クレジット認証委員会 議事要旨 

 

国内クレジット認証委員会事務局 

 

日  時：平成２４年５月２８日（月） １３：００－１４：３０ 

場  所：経済産業省本館２階 西８共用会議室 

出席委員：茅委員長、大塚委員、熊崎委員、松橋委員、宮城委員、椋田委員 

 
 

１．国内クレジット制度と再生可能エネルギーの固定価格買取制度との関係

について 

・ 資料１に基づき、国内クレジット制度と再生可能エネルギーの固定価格買取

制度との関係について事務局より説明。また、電気事業者による再生可能エ

ネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再エネ買取法」という。）の

施行及び電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（以下

「ＲＰＳ法」という。）の廃止に伴う方法論の改定案について事務局より説明

し、了承された。 

 

２．排出削減事業の承認等 

・ 資料２に基づき、今回の委員会までに提出のあった２３件の排出削減事業計

画案（うちプログラム型排出削減事業計画案は２件）について事務局より報

告が行われた。 

・ 資料３に基づき、今回の委員会までに承認申請を受け付けた排出削減事業に

ついて、申請内容の概要や、各種承認要件に係る適合状況について事務局よ

り説明。審議の結果、６０件の排出削減事業（うちプログラム型排出削減事

業５件）について承認された。 

 

３．国内クレジットの認証 

・ 資料４に基づき、今回の委員会までに認証申請を受け付けた国内クレジット

について、申請内容の概要や、各種認証要件に係る適合状況について事務局

より説明。審議の結果、６９件の国内クレジット認証申請（うちプログラム

型排出削減事業２件）について認証され、計 44,977ｔ-CO2 の国内クレジット

が発行された。 

 

４．その他 

・ 次回委員会は、平成２４年７月３０日（月）１４：００～１５：３０に開催

する予定とした。 
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５．委員の発言及び質疑 

＜国内クレジット制度と再生可能エネルギーの固定価格買取制度との関係につい

て＞ 

（熊崎委員） 

・ 資料１には、「以下の方法論を適用する排出削減事業については、固定価格買

取制度の対象となる可能性があるため留意が必要である」と記載されている

が、この「以下の方法論」が固定価格買取制度の対象となるかどうかは、ま

だ未定ということなのか。 

・ また、「バイオマスを燃料とする自家用発電機の新設」が固定買取制度との関

係で留意すべき方法論として挙がっているが、今後は既設のボイラーを活用

した Organic Rankine Cycle（ＯＲＣ）という技術を用いた発電方式の導入

が進むと思われる。これは発生した熱の２割程度を用いて発電するものであ

るが、このようなものでも買い取りの対象となるのか。 

 

（事務局） 

・ 「以下の方法論」のうち、注釈が付されているもの以外については、固定買

取制度の対象となる。 

・ また、ＯＲＣによって発電された電気についても、バイオマス由来かつ既存

用途へ影響しない事業であれば買い取りの対象となると考えられる。 

 

（松橋委員） 

・ 買い取られた再生可能エネルギー電気に付随する環境価値は、買い取った側

に帰属するという事務局の考え方で良いと思う。他方で、固定価格買取制度

においては、回避可能原価と固定価格のコストは広く国民が負担することに

なるため、論理的にはその環境価値は国民に帰属することになるという考え

方があっても良いのではないかとも思われる。 

・ その場合、各個人に配分されるクレジットの量は微々たる量になると思われ

るが、個人レベルのインセンティブにはなると思う。制度として今すぐに対

応することは困難であると思われるが、コスト負担者が環境価値を取得する

という考え方に基づいて、ＩＣＴが発達しスマートメーター等の導入が進ん

だ将来においては、クレジットを国民に配分する制度設計も考えていただけ

ればありがたい。 

 

（事務局） 

・ ご指摘のとおりであると思う。以前、ＲＰＳ法の制度設計の際にも、新エネ

ルギー部会で同様の議論があったと記憶している。現在は、ご指摘のあった

スマートメーターの普及といった様々な課題もあって、電力係数の改善に反

映しているところであるが、将来的にＩＣＴが発展し技術的に対応が可能と

なれば検討していきたい。 
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（大塚委員）  

・ 松橋委員の論点については将来的に議論して頂きたいと思う。法制的な面か

ら考えると、今回の整理案は再エネ買取法の具体的な政令・省令を踏まえた

ものであると思うので、その点をご説明頂きたい。 

 

（事務局） 

・ 買い取られた電気の環境価値は、一般の電力会社の送電網に入るため一般の

電力会社が一義的にはストックするが、今回の再生可能エネルギーの固定価

格買取制度では、新電力（ＰＰＳ）の需要家も広くコストを負担することに

なっている。従って、一般の電力会社の係数だけが改善し、新電力の方の係

数は改善しないということでは不公平であることから、負担額に応じて、一

般の電力会社と新電力の間で環境価値が按分されるという形で制度的な手当

てがなされている。この考え方とも、国内クレジット制度と再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度との関係は整合的だと考えている。 

 

＜その他（各種参考資料について）＞ 

（椋田委員） 

・ 参考資料３の投資回収年数の情報に関して、太陽光発電設備の導入の方法論

について、投資回収年数が０年や１年というものがあるが、これは排出削減

事業として認められているのか。 

・ コージェネレーションの新設や電気自動車の新規導入などの方法論について、

一般的に想定される投資回収年数からかけ離れた年数を示す事業が見受けら

れる。今後はこのような外れ値に関しては、事業の背景などの説明を頂けれ

ばありがたい。 

 

（事務局） 

・ 御指摘のあった、太陽光発電設備の導入に係る方法論に関する事業について

は、プログラム型に参加した家庭における事業をお示ししており、この資料

では、データとして把握できたもの全てを示しているが、投資回収年数が３

年未満の事業は承認されていない。 

・ 外れ値については、次回以降精査して提示できるようにしたい。 

 

（松橋委員） 

・ 各方法論ごとの投資回収年数のデータは研究現場や行政の立場からみて、非

常に価値があるものだと思う。そのため、国内クレジットのエビデンスとし

てだけではなく、公開していただきたい。 

 

（事務局） 

・ 公開できるものについては、公開していきたい。 

 

以上 

文責：事務局 
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